令和８年度まんのう町奨学生募集案内
●（受付期間）

令和8年1月5日（月）～令和8年2月2日（月）

●（奨学生の資格）
町内に5年以上在住する者で、高等学校及び大学等への進学に際して学資の支弁が困難と認められる者とします。なお、独立行政法人日本学生支援機構等の学資金を受けている者は除きます。
●（奨学生の認定手続）
奨学生志望者は、次の書類をまんのう町教育委員会学校教育課までご提出ください。

（１）奨学生願書
（２）奨学生推薦書

（３）家庭調書

（４）所得証明書及び納税証明書（志願者と生計を一にする者全員のもの）

（５）在学証明書（入学後提出）

（６）その他教育委員会の指定する書類
●（奨学生の選考）
学業、人物、健康および所得などの各項目をまんのう町奨学金選考委員会で検討した上、教育委員会が予算の範囲内において決定します。
●（決定通知等）
教育委員会は、奨学生に選考した者に対し、奨学生決定通知書により本人に通知します。
通知を受けた者は、その日から10日以内に保護者及び保証人連署の上、誓約書を提出いただきます。（※誓約書には保護者及び保証人の印鑑証明必要）
（裏面あり）
●（奨学金の額・貸与期間）

	区　分
	奨学金の額
	貸与期間

	高等学校（準ずる学校）
高等専門学校（1年～3年）
	月額　15,000円
	3年

	高等専門学校（4年～5年）・
短期大学
	月額　50,000円
	2年

	大学
	月額　50,000円
	4年

	大学院　修士
	月額　50,000円
	2年

	大学院　博士課程
	月額　50,000円
	3年


●（奨学金の交付）
奨学金は、年3回（8月・12月・3月）本人と面談の上、支給します。
●（奨学金返還）
奨学金の返還については、卒業の年の1年後から15年以内とし、その方法は別に定めます。
【奨学金の返還免除制度】
　奨学生が大学等を卒業した後、継続して3年以上の期間、まんのう町に居住した場合、奨学金の返還が免除される制度があります。
【問い合わせ先】

まんのう町教育委員会　学校教育課　奨学金係

　☎０８７７（８９）７１００
